
韓国人はその場に動力船を有しておらず、迎えの船が来次第帰ることを確約させた。
水産庁『対馬暖流開発調査報告書 第�輯 （漁況・海況篇）』（����年）
現島根県水産技術センター
現福岡県水産海洋技術センター
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「アシカ狩りにわく五箇村　戦前の腕が鳴る鳴る　先ず現地施設の整備から」
����年（昭和��年）６月��日付毎日新聞（大阪本社）島根版記事

※�

　隠岐の漁業者は、戦前から竹島での漁猟の許可を得て操業してい
たが、戦後マッカーサーラインの規制によって、竹島での漁猟が禁止さ
れていた。そして、総司令部は����年（昭和��年）�月��日に竹島を米
軍海上爆撃訓練区域に指定した。
　この記事は、このような状況の下、隠岐の漁業協同組合長会議が竹
島での漁猟復活を求め、竹島漁業復活請願決議を行い、猛運動を展
開することになった旨伝えている。
　記事中、「五箇村橋岡忠重氏 は“昭和十五年夏三十五頭を生捕り、
同十六年は三十頭を捕獲した・・・”」といった、戦前における竹島での
漁猟についての具体的な証言が掲載されている。橋岡忠重は戦前ア
シカ猟の権利を有しており、����年（昭和��年）��月に竹島での漁業
許可がその期限到来により失効した後、����年（昭和��年）�月に改
めて許可申請を提出して島根県から許可された人物である。橋岡は

「許可が下り喜びにたえません。かつての経験を生かしてうんとガン張
る覚悟です。（略）資材は十分用意はできているが、何しろ戦時戦後十
二年余の空白があるので我々が昔建設した現地の建物、施設などは
どうなっているかわからず、現地の施設を完備しなければ操業はでき
ない」と語った（※�）。
　橋岡はまた、竹島に韓国人がいるとの情報が入ったため����年（昭
和��年）�月��日に隠岐高校水産科の実習船「鵬丸」で関係者が事実
確認するために竹島に渡島した際、一行に加わった。その際、竹島の
山はだを見て、「十三年前松の苗木二百本を植えたが育っていない」
と語っている。
　なお、記事中、竹島は隠岐の漁民によって����年（寛文�年）に「発
見」されたとあるが、これは『隠州視聴合紀』を引用した奥原碧雲著

『竹島及鬱陵島』の記述（同書P��-P��）によると思われる。江戸時代
の他の文献からは、日本人が����年（寛文�年）よりも前の時期から現
在の竹島を利用していたことが窺える。
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日本海の宝庫、隠岐島五箇村に属した竹島が昭和二十年十月
一日政令によるマッカーサーラインに含まれ漁業禁止区域と
なってから六ケ年、年額数千万円の産物をあげる“竹島”の漁業
復活運動が昨年末中川県議、奥川五箇村長らが提唱して来た
が隠岐島産業の再建復興をめざし同漁業禁止区域の撤廃が
強く叫ばれ十日西郷町で開かれる漁業協同組合長会議でこれ
が復活請願の決議を行い猛運動を展開することになった。
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マ・ライン上の宝庫『竹島』
禁止区域の撤廃  漁業協組が猛運動を展開
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1945年8月
昭和20年

サンフラン
シスコ平和
条約署名

1951年9月8日
昭和26年

（３）戦後の竹島利用に向けた動き

サンフラン
シスコ平和
条約発効

4月28日

韓国大統領が
「海洋主権宣言」

1952年1月18日
昭和27年

韓国による竹島
の不法占拠の
体制が固まる

1954年6月
昭和29年

①竹島における漁業再開に向けた動き
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竹島の爆撃
演習場指定

1953年5月14日
昭和28年

爆撃演習場
指定解除告示

6月19日

竹島の共同
漁業権免許

6月2●日

竹島で
取締実施

6月、10月

竹島および
周辺海域で
水産調査

～

②島根県・海上保安庁合同調査
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①竹島における漁業再開に向けた動き
　戦後、占領下において、いわゆるマッカーサーラインにより日
本人の竹島への接近、接触は禁止される一方、����年（昭和��
年）�月��日に竹島は米軍海上爆撃訓練区域として指定され、
����年（昭和��年）�月�日に引き続き同区域として指定された

（→No.��）。
　このような状況の下、戦前にアシカ猟の許可を得ていた隠岐
の漁業者は、竹島での漁猟再開を強く求めた。
　����年（昭和��年）�月�日にサンフランシスコ平和条約が調
印されると、日本に制限を課していた個々の事項の見直しが始
まった。マッカーサーラインは、翌����年（昭和��年）�月��日の
平和条約の発効に先立って廃止された。日本の主権回復後、日
米安保条約の下で竹島は改めて爆撃訓練区域として提供され
ていたが、����年（昭和��年）�月に爆撃訓練区域から削除さ
れた（→No.��）。島根県は、同年�月��日付で隠岐島漁業協同
組合連合会（同年�月��日発足）に竹島での共同漁業権を免許
し（→No.��）、竹島でのアシカ猟については隠岐在住の漁業
者（橋岡忠重、八幡数馬、池田邦幸）に許可した（同年�月��日
付）。

②島根県・海上保安庁合同調査
　韓国は、サンフランシスコ平和条約の発効前の����年（昭和
��年）年�月��日、国際法に反して公海上に、いわゆる李承晩ラ
インを設定、竹島を取り込んだ（P��参照）。その後、韓国人によ
る竹島不法上陸が確認されたため、その取締りを実施すること
となった。

　たとえば、����年（昭和��年）�月��日から�月��日にかけ
て、海上保安庁第八管区海上保安本部が島根県と合同で竹島
周辺密航・密漁取締を実施している。この取締りでは、�月��日
に竹島上陸直後、韓国人�名を発見し取り調べを行い、竹島は
日本領土であり、不法入国及び漁業違反であることを伝え退
去するよう警告した（※�）。
　資料調査では、この取締実施の復命書（→No.��）、取締りの
際に撮影された写真等（→No.��）、関連資料を確認した。

③水産調査
　サンフランシスコ平和条約発効以降、竹島の周辺水域の漁
業資源に対する関心が高まる中、����年（昭和��年）から国の
補助事業として「対馬暖流開発調査」が始まった（五か年計
画）。この調査事業は、日本海を北上する対馬暖流が関係する
海域における漁業生産の向上を目標として、��道府県の水産
試験場と７大学の委託研究者、水産庁所属の３つの研究所が
参加して行われた（※�）。
　この調査に参加した島根県水産試験場（※�）が同試験場の
試験船島根丸を用いて行った調査では、同年�月��日に竹島東
方��浬で「神藤堆」（しんどうたい）が発見され、竹島周辺海域
の漁場としての可能性が提起された（→No.��）。
　また、別の参加機関である、福岡県福岡水産試験場（※�）
は、隠岐から竹島に至る観測線と観測点を設定して調査を行う
とともに、竹島周辺においてアシカを確認していた。同試験場
の調査報告においては、戦前の竹島の漁業実態についても具
体的に記載されている（→No.��）。

竹島における漁業の再開が熱望されていることを伝える記事

時代区分Ⅲ （3）-①竹島における漁業再開に向けた動き
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③水産調査
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